
○
衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

改
正

昭
二
四
年
一
○
月
三
日

昭
二
五
年
二
月
一
日

昭
三
○
年
四
月
一
九
日

昭
三
二
年
六
月
一
日

昭
三
三
年
五
月
一
五
日

昭
三
五
年
一
月
二
一
日

昭
三
五
年
二
月
一
七
日

昭
三
七
年
五
月
一
二
日

昭
三
九
年
七
月
一
七
日

昭
四
二
年
八
月
二
一
日

昭
四
三
年
二
月
一
日

昭
四
六
年
二
月
一
五
日

昭
四
八
年
二
月
一
日

昭
五
一
年
七
月
一
日

昭
五
四
年
七
月
三
○
日

昭
五
五
年
七
月
一
七
日

昭
五
八
年
八
月
四
日

昭
六
○
年
一
二
月
一
八
日

平
三
年
八
月
五
日

平
四
年
一
二
月
一
○
日

平
八
年
五
月
二
日

平
九
年
六
月
一
八
日

平
二
年
一
月
一
九
日

平
一
二
年
一
月
一
九
日

平
一
三
年
一
月
三
○
日

平
一
三
年
六
月
二
八
日

平
一
四
年
三
月
二
八
日

平
一
七
年
三
月
二
九
日

平
一
八
年
一
二
月
一
八
日

平
一
二
年
六
月
二
日

平
二
二
年
九
月
二
一
日

平
二
五
年
五
月
一
六
日

平
二
六
年
一
二
月
一
八
日

（
昭
和
二
十
三
年
九
月
八
日
庁
訓
第
六
号
）

昭
二
五
年
六
月
三
○
日

昭
二
七
年
八
月
一
二
日

昭
三
○
年
一
二
月
二
六
日

昭
三
三
年
三
月
二
五
日

昭
三
四
年
一
月
二
四
日

昭
三
五
年
三
月
一
○
日

昭
三
六
年
三
月
三
一
日

昭
三
八
年
二
月
二
五
日

昭
四
○
年
一
○
月
一
日

昭
四
二
年
二
月
一
日

昭
四
四
年
六
月
二
五
日

昭
四
八
年
一
○
月
一
日

昭
四
九
年
七
月
一
日

昭
五
一
年
二
月
八
日

昭
五
四
年
二
月
一
九
日

昭
五
七
年
七
月
一
日

昭
五
九
年
七
月
一
日

昭
六
三
年
四
月
二
○
日

平
三
年
二
月
五
日

平
五
年
四
月
二
八
日

平
八
年
一
二
月
二
四
日

平
一
○
年
一
月
一
二
日

平
二
年
八
月
一
八
日

平
一
二
年
三
月
三
一
日

平
一
三
年
三
月
三
○
日

平
一
四
年
一
月
二
一
日

平
一
六
年
三
月
一
八
日

平
一
七
年
九
月
二
二
日

平
二
○
年
三
月
一
四
日

平
二
二
年
七
月
二
七
日

平
二
三
年
八
月
一
九
日

平
二
六
年
九
月
二
六
日

平
二
七
年
三
月
一
九
日

第
一
条
衆
議
院
事
務
局
に
、
次
の
一
課
十
部
及
び
一
局
を
置
く
。

一
秘
書
課

二
議
事
部

三
委
員
部

四
記
録
部

五
警
務
部

六
庶
務
部

七
管
理
部

八
国
際
部

九
憲
政
記
念
館

十
憲
法
審
査
会
事
務
局

十
一
情
報
監
視
審
査
会
事
務
局

十
二
調
査
局

第
一
一
条
秘
書
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
長
及
び
副
議
長
の
公
印
の
保
管
に
関
す
る
事
項

二
議
長
、
副
議
長
及
び
事
務
総
長
の
秘
書
事
務
に
関
す
る
事
項

三
議
案
以
外
の
議
長
あ
て
の
文
書
及
び
副
議
長
あ
て
の
文
書
の
接
受
並
び

に
議
長
名
に
よ
る
文
書
及
び
副
議
長
名
に
よ
る
文
書
の
発
送
に
関
す
る
事

項
四
議
員
の
請
暇
及
び
欠
席
に
関
す
る
事
項

五
議
員
の
辞
職
及
び
補
欠
に
関
す
る
事
項

六
議
員
の
派
遣
（
海
外
派
遣
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

平
二
七
年
一
○
月
五
日

平
二
九
年
二
月
二
二
日

平
二
九
年
八
月
三
一
日

七



七
政
府
特
別
補
佐
人
の
承
認
に
関
す
る
事
項

八
議
長
公
邸
及
び
副
議
長
公
邸
に
関
す
る
事
項

②
秘
書
課
に
、
議
長
公
邸
長
及
び
副
議
長
公
邸
長
を
置
く
。

③
議
長
公
邸
長
は
上
司
の
命
を
受
け
議
長
公
邸
に
関
す
る
事
務
を
、
副
議
長

公
邸
長
は
上
司
の
命
を
受
け
副
議
長
公
邸
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条
議
事
部
に
、
議
事
課
議
案
課
、
請
願
課
及
び
資
料
課
を
置
く
。

②
議
事
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
事
日
程
に
関
す
る
事
項

二
発
言
通
告
に
関
す
る
事
項

三
諸
般
の
報
告
に
関
す
る
事
項

四
議
席
に
関
す
る
事
項

五
議
員
の
党
籍
に
関
す
る
事
項

六
各
派
の
協
議
会
に
関
す
る
事
項

七
先
例
集
の
編
集
に
関
す
る
事
項

八
そ
の
他
本
会
議
に
関
す
る
事
項

九
議
院
運
営
関
係
法
規
等
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

十
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

③
議
案
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
案
の
受
理
及
び
付
託
に
関
す
る
事
項

二
委
自
昊
云
報
告
書
の
受
理
に
関
す
る
事
項

三
議
決
議
案
の
奏
上
及
び
送
付
等
並
び
に
議
決
通
知
等
に
関
す
る
事
項

四
質
問
主
意
書
に
関
す
る
事
項

五
内
閣
又
は
人
事
院
か
ら
の
報
告
、
勧
告
、
意
見
等
に
関
す
る
事
項

六
議
案
及
び
修
正
案
の
調
査
に
関
す
る
事
項

七
議
事
総
覧
の
調
製
及
び
議
案
等
の
原
本
の
調
製
に
関
す
る
事
項

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

④
請
願
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
請
願
書
及
び
陳
情
書
の
受
理
に
関
す
る
事
項

二
請
願
の
付
託
及
び
陳
情
書
の
送
付
に
関
す
る
事
項

三
請
願
文
書
表
の
調
製
に
関
す
る
事
項

四
採
択
し
た
請
願
の
処
理
陳
情
書
の
保
存
等
に
関
す
る
事
項

五
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
書
の
受
理
送
付
等
に
関
す
る
事
項

⑤
資
料
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
国
会
に
関
す
る
文
献
及
び
資
料
の
調
査
、
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
事

項
二
国
会
に
関
す
る
特
定
事
項
の
資
料
の
調
製
に
関
す
る
事
項

三
衆
議
院
要
覧
（
甲
）
及
び
衆
議
院
議
員
総
選
挙
一
覧
の
編
集
に
関
す
る

事
項

四
会
議
録
、
議
事
録
、
議
事
速
記
録
、
委
員
会
議
録
、
議
事
総
覧
、
国
会

に
関
す
る
公
文
書
等
（
事
務
局
に
関
す
る
公
文
書
及
び
情
報
監
視
審
査
会

議
録
そ
の
他
の
情
報
監
視
審
査
会
事
務
局
で
保
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

保
存
に
関
す
る
事
項

第
四
条
委
員
部
に
、
総
務
課
議
院
運
営
課
第
一
課
、
第
二
課
、
第
三
課
、

第
四
課
第
五
課
、
第
六
課
、
第
七
課
及
び
調
査
課
を
置
く
。

②
総
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
の
公
印
の
保
管
に
関
す
る
事
項

二
付
託
議
案
、
請
願
書
及
び
参
考
資
料
の
整
理
に
関
す
る
事
項

三
委
員
会
の
報
告
書
に
関
す
る
事
項

四
委
員
会
議
録
に
関
す
る
事
項

五
委
員
長
室
に
関
す
る
事
項

六
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

八



③
議
院
運
営
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
院
運
営
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
懲
罰
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三
政
治
倫
理
審
査
会
に
関
す
る
事
項

四
両
院
協
議
会
に
関
す
る
事
項

五
委
員
の
選
任
及
び
辞
任
に
関
す
る
事
項

④
第
一
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
国
家
基
本
政
策
委
冒
昊
云
に
関
す
る
事
項

二
予
算
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三
決
算
行
政
監
視
委
自
昊
云
に
関
す
る
事
項

⑤
第
二
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
内
閣
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
総
務
委
戸
昊
云
に
関
す
る
事
項

⑥
第
三
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
法
務
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
経
済
産
業
委
員
会
に
関
す
る
事
項

⑦
第
四
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
外
務
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
安
全
保
障
委
員
会
に
関
す
る
事
項

⑧
第
五
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
財
務
金
融
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
文
部
科
学
委
員
会
に
関
す
る
事
項

⑨
第
六
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
厚
生
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
環
境
委
員
会
に
関
す
る
事
項

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

⑩
第
七
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
農
林
水
産
委
員
会
に
関
す
る
事
項

二
国
士
交
通
委
員
会
に
関
す
る
事
項

⑪
調
査
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項
（
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
課
に
お

い
て
そ
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

二
委
員
会
先
例
集
の
編
集
に
関
す
る
事
項

三
委
員
会
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
調
査
に
関
す
る
事
項

第
五
条
記
録
部
に
、
第
一
課
第
二
課
、
第
三
課
及
び
第
四
課
を
置
く
。

②
第
一
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
本
会
議
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

二
総
務
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

三
議
院
運
営
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

四
懲
罰
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

五
特
別
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項
（
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
他
の
課
に
お
い
て
そ
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
が
で
き

る
。
）

六
憲
法
審
査
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

七
政
治
倫
理
審
査
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

八
両
院
協
議
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

九
速
記
者
の
研
修
及
び
速
記
の
研
究
に
関
す
る
事
項

十
会
議
録
の
デ
ー
タ
化
並
び
に
会
議
録
デ
ー
タ
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す

る
事
項

十
一
速
記
に
必
要
な
録
音
に
関
す
る
事
項

十
二
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

九



③
第
一
課
に
、
会
議
録
デ
ー
タ
管
理
室
を
置
く
。

④
会
議
録
デ
ー
タ
管
理
室
は
、
第
一
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
二
項
第
十

号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑤
会
議
録
デ
ー
タ
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

⑥
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
会
議
録
デ
ー
タ
管
理
室
の
事
務
を
掌
理
す

る
。

⑦
第
二
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
内
閣
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

二
法
務
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

三
外
務
委
巨
昊
云
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

四
予
算
委
目
昊
云
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

五
決
算
行
政
監
視
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

⑧
第
三
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
財
務
金
融
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

二
文
部
科
学
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

三
厚
生
労
働
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

四
国
家
基
本
政
策
委
巨
昊
云
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

⑨
第
四
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
農
林
水
産
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

二
経
済
産
業
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

三
国
士
交
通
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

四
環
境
善
昊
云
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

五
安
全
保
障
委
員
会
の
速
記
及
び
会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
事
項

第
六
条
警
務
部
に
、
警
務
課
警
備
課
調
整
課
及
び
防
災
課
を
置
く
。

②
警
務
課
は
、
議
院
警
察
の
ほ
か
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

一
衛
視
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

二
傍
聴
人
、
面
会
人
及
び
参
観
人
に
関
す
る
事
項

三
書
類
の
受
付
及
び
送
付
に
関
す
る
事
項

四
部
内
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

五
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

③
警
備
課
は
、
議
院
警
察
の
ほ
か
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
院
警
察
の
企
画
に
関
す
る
事
項

二
派
出
警
察
官
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

三
報
道
関
係
者
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

④
調
整
課
は
、
議
院
警
察
の
ほ
か
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
控
室
に
関
す
る
事
項

二
傍
聴
券
及
び
記
章
に
関
す
る
事
項

⑤
防
災
課
は
、
議
院
警
察
の
ほ
か
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
会
館
の
警
備
に
関
す
る
事
項

二
消
防
及
び
防
災
に
関
す
る
事
項

第
七
条
庶
務
部
に
、
議
員
課
文
書
課
、
広
報
課
、
人
事
課
会
計
課
営

繕
課
及
び
電
気
施
設
課
並
び
に
情
報
基
盤
整
備
室
並
び
に
情
報
管
理
監
一
人

を
置
く
。

②
議
員
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
の
身
分
及
び
叙
位
叙
勲
に
関
す
る
事
項

二
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
事
項

三
行
為
規
範
に
基
づ
く
議
員
の
届
出
に
関
す
る
事
項

四
議
員
の
歳
費
及
び
手
当
に
関
す
る
事
項

五
議
員
の
互
助
年
金
に
関
す
る
事
項

六
衆
議
院
要
覧
（
乙
）
及
び
議
員
略
歴
の
編
集
に
関
す
る
事
項

一
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七
会
派
に
対
す
る
立
法
事
務
費
に
関
す
る
事
項

八
議
員
秘
書
の
事
務
に
関
す
る
事
項

九
政
策
担
当
秘
書
資
格
試
験
委
員
会
及
び
政
策
担
当
秘
書
選
考
採
用
審
査

認
定
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

③
文
書
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
衆
議
院
及
び
衆
議
院
事
務
局
の
機
関
印
並
び
に
事
務
総
長
及
び
事
務
次

長
の
職
名
印
の
保
管
に
関
す
る
事
項

二
公
文
書
（
議
長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
及
び
特
別
委
員
長
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
接
受
及
び
発
送
に
関
す
る
事
項

三
衆
議
院
公
報
の
編
集
に
関
す
る
事
項

四
議
案
類
、
会
議
録
、
衆
議
院
公
報
そ
の
他
の
文
書
の
配
付
に
関
す
る
事

項
五
官
報
報
告
に
関
す
る
事
項

六
儀
式
に
関
す
る
事
項

七
議
案
類
以
外
の
文
書
の
保
管
に
関
す
る
事
項

八
衆
議
院
事
務
局
の
保
有
す
る
議
院
行
政
文
書
の
開
示
に
関
す
る
事
項

九
衆
議
院
事
務
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

十
他
の
部
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

④
広
報
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
広
報
に
関
す
る
事
項

二
広
聴
に
関
す
る
事
項

三
国
会
審
議
等
の
中
継
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項

四
国
会
審
議
の
映
像
記
録
そ
の
他
の
映
像
情
報
等
に
関
す
る
事
項

⑤
人
事
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
職
員
の
任
免
、
給
与
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

事
項

二
事
務
局
の
内
部
組
織
及
び
職
員
の
定
員
に
関
す
る
事
項

三
職
員
の
研
修
そ
の
他
職
員
の
能
率
に
関
す
る
事
項

四
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

五
職
員
の
栄
典
及
び
表
彰
に
関
す
る
事
項

六
職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
事
項

七
職
員
の
苦
情
処
理
そ
の
他
人
事
の
公
平
に
関
す
る
事
項

八
業
務
の
改
善
に
関
す
る
事
項

⑥
人
事
課
に
、
企
画
室
を
置
く
。

⑦
企
画
室
は
、
人
事
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

務
で
職
員
の
研
修
に
関
す
る
も
の
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑧
企
画
室
に
、
室
長
を
置
く
。

⑨
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
企
画
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⑩
会
計
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項

二
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
項

三
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
項

四
物
品
の
購
入
、
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
項

五
資
材
に
関
す
る
事
項

⑪
営
繕
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
営
繕
に
関
す
る
事
項

二
国
有
財
産
に
関
す
る
事
項

三
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
事
項

⑫
営
繕
課
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
室
を
置
く
。

一
一



⑬
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
室
は
、
営
繕
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
十
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑭
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

⑮
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⑯
電
気
施
設
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
電
力
設
備
に
関
す
る
事
項

二
情
報
通
信
設
備
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
電
気
施
設
に
関
す
る
事
項

四
ゞ
電
話
交
換
に
関
す
る
事
項

⑰
情
報
基
盤
整
備
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
衆
議
院
立
法
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項

二
衆
議
院
立
法
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る

事
項

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並

び
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四
そ
の
他
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項

⑱
情
報
基
盤
整
備
室
に
、
室
長
を
置
く
。

⑲
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
情
報
基
盤
整
備
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⑳
情
報
管
理
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理

並
び
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
そ
の
他
情
報
化
に
関
す
る
事
務
を
総
括
し
及

び
監
理
す
る
。

第
八
条
管
理
部
に
、
管
理
課
善
昊
云
館
課
、
自
動
車
課
、
印
刷
課
厚
生

課
及
び
業
務
課
を
置
く
。

②
管
理
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
宿
舎
に
関
す
る
事
項

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

二
営
業
に
関
す
る
事
項

三
第
二
別
館
の
管
理
に
関
す
る
事
項

四
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

③
管
理
課
に
、
議
員
宿
舎
長
を
置
く
。

④
議
員
宿
舎
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
議
員
宿
舎
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

⑤
議
員
会
館
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
会
館
に
関
す
る
事
項

⑥
自
動
車
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
自
動
車
の
配
車
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

⑦
印
刷
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
会
議
録
の
印
刷
に
関
す
る
事
項

二
議
案
類
、
参
考
資
料
等
の
印
刷
に
関
す
る
事
項

⑧
厚
生
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
健
康
、
福
利
及
び
厚
生
に
関
す
る
事
項

二
職
員
宿
舎
に
関
す
る
事
項

三
共
済
組
合
に
関
す
る
事
項

⑨
業
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
院
内
の
清
掃
に
関
す
る
事
項

二
用
務
に
関
す
る
事
項

第
九
条
国
際
部
に
、
総
務
課
渉
外
課
及
び
国
際
会
議
課
を
置
く
。

②
総
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
員
の
海
外
派
遣
に
関
す
る
事
項

二
議
員
外
交
の
充
実
強
化
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
部
内
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

一
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③
総
務
課
に
、
議
員
外
交
支
援
室
を
置
く
。

④
議
員
外
交
支
援
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑤
議
員
外
交
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

⑥
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
議
員
外
交
支
援
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⑦
渉
外
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
議
院
の
外
事
事
務
に
関
す
る
事
項

二
翻
訳
に
関
す
る
事
項

⑧
国
際
会
議
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
列
国
議
会
同
盟
に
関
す
る
事
項

二
議
員
の
国
際
会
議
に
関
す
る
事
項

第
十
条
憲
政
記
念
館
に
、
資
料
管
理
課
を
置
く
。

②
資
料
管
理
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
憲
政
に
関
す
る
文
献
及
び
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
に
関
す
る
事

項
二
憲
政
（
外
国
の
議
会
政
治
を
含
む
。
）
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
事

項
三
憲
政
記
念
館
及
び
国
会
前
庭
の
管
理
に
関
す
る
事
項

第
十
一
条
調
査
局
に
、
内
閣
調
査
室
、
総
務
調
査
室
、
法
務
調
査
室
、
外
務

調
査
室
、
財
務
金
融
調
査
室
、
文
部
科
学
調
査
室
、
厚
生
労
働
調
査
室
、
農

林
水
産
調
査
室
、
経
済
産
業
調
査
室
、
国
土
交
通
調
査
室
、
環
境
調
査
室
、

安
全
保
障
調
査
室
、
国
家
基
本
政
策
調
査
室
、
予
算
調
査
室
、
決
算
行
政
監

視
調
査
室
、
第
一
特
別
調
査
室
、
第
二
特
別
調
査
室
及
び
第
三
特
別
調
査
室

並
び
に
総
務
課
及
び
調
査
情
報
課
を
置
く
。

②
内
閣
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

一
内
閣
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
（
委
員
会

の
命
を
受
け
て
行
う
そ
の
審
査
又
は
調
査
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
事
務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務

に
関
す
る
事
項

③
総
務
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
総
務
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事
務
そ

の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

④
法
務
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
法
務
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事
務
そ

の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑤
外
務
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
外
務
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事
務
そ

の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑥
財
務
金
融
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
財
務
金
融
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑦
文
部
科
学
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
文
部
科
学
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑧
厚
生
労
働
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
厚
生
労
働
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑨
農
林
水
産
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
農
林
水
産
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

I

一
一
一
一



⑩
経
済
産
業
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
経
済
産
業
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑪
国
士
交
通
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
国
士
交
通
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑫
環
境
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
環
境
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事
務
そ

の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑬
安
全
保
障
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
安
全
保
障
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事

務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑭
国
家
基
本
政
策
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
国
家
基
本
政
策
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査

の
事
務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事

項

⑮
予
算
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
予
算
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
の
事
務
そ

の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑯
決
算
行
政
監
視
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
決
算
行
政
監
視
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査

の
事
務
そ
の
他
当
該
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事

項

⑰
第
一
特
別
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

関
す
る
予
備
的
調
査
及
び
調
査
の
事
務
そ
の
他
こ
れ
ら
の
調
査
の
事
務
に

付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

二
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る

予
備
的
調
査
及
び
調
査
の
事
務
そ
の
他
こ
れ
ら
の
調
査
の
事
務
に
付
随
す

る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑱
第
二
特
別
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
及
び
調
査
の
事
務
そ
の
他
こ
れ

ら
の
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項

⑲
第
三
特
別
調
査
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
災
害
対
策
特
別
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査

及
び
調
査
の
事
務
そ
の
他
こ
れ
ら
の
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に
関

す
る
事
項

⑳
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

特
別
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
予
備
的
調
査
及
び
調
査
の
事

務
そ
の
他
こ
れ
ら
の
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
更

に
調
査
室
を
置
き
、
又
は
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
室
に
こ
れ
を
つ
か
さ
ど

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
総
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
調
査
局
内
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

二
予
備
的
調
査
の
事
務
そ
の
他
予
備
的
調
査
の
事
務
に
付
随
す
る
事
務
に

係
る
企
画
及
び
調
整
並
び
に
予
備
的
調
査
要
請
書
の
受
理
及
び
送
付
に
関

す
る
事
項

三
そ
の
他
調
査
局
内
の
調
査
室
及
び
調
査
情
報
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事

項

一

四



⑳
調
査
情
報
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
調
査
局
の
調
査
の
事
務
に
必
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に

関
す
る
事
項

二
調
査
局
の
調
査
の
事
務
に
必
要
な
資
料
の
管
理
に
関
す
る
事
項

三
調
査
局
の
調
査
の
事
務
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
収
集
、
分
析
等
に
関
す
る

事
項

第
十
二
条
部
又
は
課
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
幹
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
所
属
す
る
部
又
は
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち

特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条
憲
法
審
査
会
事
務
局
の
事
務
分
掌
及
び
分
課
並
び
に
職
員
の
配
置

に
つ
い
て
は
、
別
に
事
務
総
長
が
定
め
る
。

第
十
四
条
情
報
監
視
審
査
会
事
務
局
の
事
務
分
掌
及
び
分
課
並
び
に
職
員
の

配
置
に
つ
い
て
は
、
別
に
事
務
総
長
が
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
且

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

衆
議
院
事
務
局
事
務
分
掌
規
程
／
衆
議
院
事
務
局
憲
法
審
査
会
事
務
局
規
程

（
事
務
局
次
長
）

第
一
条
憲
法
審
査
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
、
事
務
局
次

長
一
人
を
置
く
。

２
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
。

（
課
の
設
置
等
）

第
一
一
条
事
務
局
に
、
総
務
課
を
置
く
。

２
総
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
憲
法
審
査
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項

二
憲
法
審
査
会
の
会
長
の
公
印
の
保
管
に
関
す
る
事
項

三
委
員
の
選
任
及
び
辞
任
に
関
す
る
事
項

四
付
託
議
案
、
請
願
書
及
び
参
考
資
料
の
整
理
に
関
す
る
事
項

五
憲
法
審
査
会
の
報
告
書
に
関
す
る
事
項

六
憲
法
審
査
会
議
録
に
関
す
る
事
項

七
憲
法
調
査
会
及
び
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
報
告
書

及
び
資
料
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
そ
の
他
事
務
局
内
の
他
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項

（
主
査
）

第
三
条
事
務
局
に
、
主
査
を
置
く
。

２
主
査
は
、
命
を
受
け
、
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
調

査
の
事
務
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
事
務
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
査
の
う
ち
一
人
を
指

○
衆
議
院
事
務
局
憲
法
審
査
会
事
務
局
規
程

（
平
成
十
二
年
一
月
十
九
日
庁
訓
第
二
号
）

改
正
平
一
七
年
九
月
二
二
日
平
二
一
年
六
月
二
日

一

五


